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第４次徳島市総合計画における取組状況 

（社会をつなぐ） 
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○第４次総合計画における施策指標の達成状況 

指標名
設定時
実績値
H18

目標値H28
(当初目標)

実績値
H27

取組の評価
該当
ページ

メタボリックシンドローム
の該当者・予備群（人）

7,919
4,770

(5,940)
4,941

健康志向の向上や継続した事業
の取り組みにより、修正後の目
標を達成することはできなかっ
たが対象者数は激減した。

4

特定健康診査受診率（％） 55.8 55.0 32.6
平成20年度に制度改正があった
こともあり、目標達成はできな
かった。

4

特定保健指導実施率（％） 5.9 55.0 52.7
全国的に見ると高い水準を保持
しているが目標達成はできな
かった。

4

ボランティア団体登録数
（団体）

209 269 267
ボランティアセンターにおい
て、ボランティアの活動支援を
行うことにより、相当の進展が
あった。

5

福祉活動を目的としたＮＰ
Ｏ法人数（団体）

48 98 80
市民活力開発センターにおい
て、ＮＰＯの育成・支援や行政
との協働事業の推進を行うこと
により、相当の進展があった。

5

要介護等認定者の高齢者人
口に対する割合（％）

24.2 24.3 22.9 目標を下回る結果が出ており、
成果が得られている。

6

地域包括支援センター事業
相談延べ件数（件）

11,435
37,000

(14,000)
36,710

修正後の目標を超えることはで
きなかったものの、相談件数は
増傾向であり、高い水準で安定
した事業成果を得ることができ
ている。

6

高齢者のいきがいと健康づ
くり推進事業地区開催率
（％）

43.5 100 82.6
目標を達成することはできな
かったものの、ＮＰＯ法人等の
協力を得ながら、安定した事業
成果を得ることができた。

6

高齢者のいきがいと健康づ
くり推進事業延べ参加者数
（人）

15,650 30,000 28,155

目標を達成することはできな
かったものの、参加者数は増傾
向であり、高い水準で安定した
事業成果を得ることができてい
る。

-

ホームヘルパーの年間延べ
派遣時間数（時間）

73,628
229,486

(104,384)
215,450

目標は達成できなかったもの
の、支援体制の推進を図ること
で一定の成果があった。
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指標名
設定時
実績値
H18

目標値H28
(当初目標)

実績値
H27

取組の評価
該当
ページ

グループホーム・福祉ホー
ムの利用者数（人）

42 201 148

地域生活への移行の推進を図っ
たものの、グループホームの指
定事業所数が見込みより増加せ
ず、目標とする数値を達成でき
なかった。

7

国民健康保険料収納率
（％）

88.23 91.0 85.8

多様な保険料納付方法の検討
等、収納率向上対策に取り組ん
だが医療制度の改正の影響もあ
り目標を達成することができな
かった。
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■ 施策の体系と取組内容                          

 

 

 

【主な取組】 

生活習慣病予防事業の充実 ▷ 特定健診・特定保健指導事業の推進、がん検診の実施、 

食育の推進 

介護予防事業の充実 ▷ 介護予防に関する知識・行動等の普及啓発、特定高齢者の把 

握、通所型介護予防事業の推進 

母子保健事業の推進 ▷ 乳幼児健康診査の実施、妊産婦・乳幼児への訪問指導の実施、 

パパママクラスの開催 

疾病の予防 ▷ 各種予防接種の実施 

 

 

 

【主な取組】 

「とくしま・えがお21」の推進 ▷ 健康づくり情報の提供、健康手帳の交付 

健康づくりボランティアの推進 ▷ 健康づくりリーダーの養成、介護予防につながる 

地域活動の充実 

 

  

 

【主な取組】 

健康づくり拠点施設の整備 ▷ 保健センター機能の充実、生涯福祉センターの管理運 

 営 

衛生的な生活環境づくりの推進 ▷ 害虫駆除による感染症の予防、狂犬病の予防対策、 

公衆浴場施設整備への助成 

 

 

  

 

 

■ 施策の指標と目標値                          

※高齢者の医療の確保に関する法律により平成 20年度から制度が改正されるため、各指標の数値は国民健康保険に加入して

いる40歳～74歳の人を対象としたものであるが、特定健康診査受診率・特定保健指導実施率の実績値については、現行の

基本健康診査受診率・基本保健指導実施率である。 

 

 

 

 

指   標   名 
実  績  値 

方向性 
目 標 値 

Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ28 

メタボリックシンドロームの該当者・予備群（人） - - 7,919 ↘ 5,940 

特定健康診査受診率（％） (60.6) (61.8) (55.8) ↗ 55.0 

特定保健指導実施率（％） （3.9） （4.5） （5.9） ↗ 55.0 

特定高齢者 

主として要介護状態等

となるおそれの高い虚

弱な状態にあると認め

られる65歳以上の者。 

 

 

 

 

 

パパママクラス 

妊婦及び配偶者等を対

象に、安心して出産・

育児に臨むことができ

るよう、妊娠中の生活

や育児についての指導

を行う教室。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯にわたる健康づくり対策の充実 

健康づくりの意識啓発 

健康づくりの環境整備 

健
康

づ
く
り
の

推
進
 

１ 健康づくりの推進 
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■ 施策の体系と取組内容                          

 

 

 

【主な取組】 

広報・啓発の推進 ▷ 社会福祉大会の開催補助、ホームページ等での福祉情報の充実 

 

 

 

【主な取組】 

市社会福祉協議会等の活動への支援 ▷ 社会福祉協議会の活動への補助、民生児童委

員活動への補助 

ボランティア等の育成と活動支援 ▷ 福祉ボランティア・ＮＰＯ法人の育成と活動支

援、災害時ボランティアコーディネーターの養成、ボランティアセンターの機能の

充実 

地域における福祉サービスの充実 ▷ 在宅福祉サービス事業の推進、各地区の福祉活

動への支援、福祉ネットワークの整備、地域福祉計画の策定 

権利擁護制度の充実 ▷ 地域福祉権利擁護制度・成年後見制度の活用支援 

 

  

 

【主な取組】 

公共施設等のバリアフリー化の推進 ▷ 歩車道の段差改善、高齢者などに配慮した歩 

行空間の整備、ノンステップバスの導入・拡大、徳島駅周辺のバリアフリー化、高 

齢者などに配慮した市営住宅の建替 

     ユニバーサルデザインの推進 ▷ ユニバーサルデザイン推進プラン（仮称）の策定 

 

 

 

 

 

■ 施策の指標と目標値                            

 

 

 

指   標   名 
実  績  値 

方向性 
目 標 値 

Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ28 

ボランティア団体登録数（団体） 194 200 209 ↗ 269 

福祉活動を目的としたＮＰＯ法人数（団体） 27 39 48 ↗ 98 

災害時ボランティアコ

ーディネーター 

災害時に駆けつけたボ

ランティアのコーディ

ネート役として、人材

の適切な動員、派遣、

配置や個人ボランティ

アの組織化、グループ

間での人員配置調整、

救援物資等の配分はも

とより、ボランティア

活動に不可欠な被災地

ニーズの収集などにあ

たる人。 

 

地域福祉権利擁護制度 

認知症高齢者や知的障

害者など判断能力が不

十分な人の福祉サービ

スの適切な利用や日常

的な金銭管理の援助を

行い、権利や財産を護

る制度。 

 

ノンステップバス 

利用者の乗降をより容

易にするため、地上か

ら床面を30㎝～35㎝程

度まで低く下げること

により、階段（ステッ

プ）を解消したバス。 

 

２ 地域福祉の充実 

福祉意識の高揚 

地域福祉活動の促進 

住みよいまちづくりの推進 

地
域
福
祉

の
充

実
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■ 施策の体系と取組内容                          

 

 

 

【主な取組】 

在宅・施設サービスの適切な整備 ▷ 居宅サービス利用への保険給付、施設サービス 

利用への保険給付 

介護給付の適正化の推進 ▷ 受給者への介護給付費の通知 

介護保険料の収納率向上 ▷ 口座振替の勧奨、臨戸徴収の実施、電話催告の実施 

 

 

 

【主な取組】 

介護予防事業の展開 ▷ 特定高齢者の把握、各種健診事業の実施、通所型介護予防  

事業の推進 

意識啓発の推進 ▷ 運動教室の開催、介護予防に関する知識・行動の普及啓発 

 

  

 

【主な取組】 

地域福祉活動の推進 ▷ 地域ふれあい事業の推進、高齢者友愛訪問事業の推進 

相談機関のネットワークづくりの推進 ▷ 地域包括支援センターの設置・運営 

高齢者の生活環境の整備 ▷ 住宅の改修の支援 

 

  

 

【主な取組】 

高齢者の社会参加の促進 ▷ シルバー人材センターの支援、市バス無料乗車券の交付 

生きがいづくりの推進 ▷ 老人クラブ活動費の助成 

 

 

 

 

 

■ 施策の指標と目標値                            

 

  

指   標   名 
実  績  値 

方向性 
目 標 値 

Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ28 

要介護等認定者の高齢者人口に対する割合（％） 23.4 24.0 24.2 → 24.3 

地域包括支援センター事業相談延べ件数（件） - - 11,435 ↗ 14,000 

高齢者のいきがいと健康づくり推進事業地区開催率（％） 8.7 21.7 43.5 ↗ 100 

特定高齢者 

主として要介護状態等

となるおそれの高い虚

弱な状態にあると認め

られる65歳以上の者。 

 

通所型介護予防事業 

特定高齢者に対して、

「運動機能向上」「口腔

機能向上」「閉じこも

り・うつ・認知症の予

防、支援」を目的に行

う介護予防事業。 

 

地域ふれあい事業 

高齢者が培ってきた豊

かな知識や経験、伝統

文化等を継承するた

め、地域で実施する活

動を支援する事業。 

 

地域包括支援センター 

平成18年4月に創設さ

れることとなった介護

保険法に基づく福祉関

連機関。高齢者に対し、

総合相談・支援や権利

擁護、介護予防ケアマ

ネジメント、ケアマネ

ジャーが行うケアマネ

ジメント等を行う。 

 

シルバー人材センター 

労働意欲を持つ高齢者

に対して、地域社会の

臨時的、短期的な仕事

についての情報を提供

する組織。昭和61年の

高年齢者雇用安定法に

よって法制化された。 

介護サービスの充実と質の向上 

健康であり続けるための予防対策 

地域生活支援（地域ケア）体制づくり 

高
齢
者
福
祉

の
充

実
 

３ 高齢者福祉の充実 

シルバーエイジの社会参加 



 

7

 
 

 

■ 施策の体系と取組内容                          

 

 

 

【主な取組】 

制度の周知 ▷ 年金制度・各種手当制度等の周知 

就労への支援 ▷ 障害者地域共同作業所・地域活動支援センターへの支援、関係機関 

 との連携による就労支援 

 

 

 

【主な取組】 

相談機能の充実 ▷ 相談支援事業の充実、障害者自立支援協議会の設置 

障害福祉サービスの充実 ▷ ホームヘルプ・ショートステイ・生活介護・就労移行支 

援等の充実 

 

  

 

【主な取組】 

健康づくりの推進 ▷ 障害者スポーツの振興、障害者スポーツ大会の開催 

医療・障害の軽減への支援 ▷ 重度心身障害者医療費の助成、更生医療の給付、補装 

具の給付 

 

  

 

【主な取組】 

住居の確保・改善への支援 ▷ グループホーム・福祉ホーム等の推進、重度身体障害 

者住宅改造費の助成、障害者などに配慮した市営住宅の建替 

 

  

 

【主な取組】 

社会参加の促進 ▷ 福祉展の開催、移動支援事業の推進、バス無料乗車証の交付、福 

祉タクシー利用券の交付 

活動基盤の育成 ▷ 障害者団体への支援、ボランティアの育成 

 

 

 

 

 

■ 施策の指標と目標値                            

 

 

指   標   名 
実  績  値 

方向性 
目 標 値 

Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ28 

ホームヘルパーの年間延べ派遣時間数（時間） 45,008 66,052 73,628 ↗ 104,384 

グループホーム・ケアホーム・福祉ホームの利用者数（人） 35 36 42 ↗ 201 

障害者地域共同作業所 

一般企業では働くこと

のできない障害者の働

く場として、障害者、

保護者や関係者の共同

の事業として地域の中

に生まれ、運営されて

いる作業所。 

 

地域活動支援センター 

障害のある人が通い、

創作的活動又は生産活

動の提供、社会との交

流の促進等の便宜を図

ることを目的とする施

設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループホーム 

夜間や休日、共同生活

を行う住居で、相談や

日常生活上の援助を行

う。 

 

福祉ホーム 

住居を必要としている

人に、低額な料金で居

宅等を提供するととも

に、日常生活に必要な

支援を行う。 

 

 

生活の経済的安定 

社会福祉サービスの充実 

健やかな生活の充実 

障
害
者
福
祉

の
充

実
 

４ 障害者福祉の充実 

住みよい環境の充実 

心豊かな生活の充実 
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■ 施策の体系と取組内容                          

 

 

 

【主な取組】 

適正保護の推進 ▷ 訪問指導による実態把握の推進、レセプト・ケアプランの点検充 

実、職員研修の実施 

就労自立支援の充実 ▷ 関係機関との連携による就労支援、面接相談活動の充実 

 

 

 

【主な取組】 

医療費の適正化 ▷ レセプト点検の充実、診療報酬に係る審査支払業務の推進、被保 

険者への医療費の通知 

収納率の向上 ▷ 収納率向上対策の推進、口座振替の推進、資格得喪事務の充実 

給付の充実 ▷ 療養給付・保険財政共同安定化事業の推進、出産育児一時金の支給 

健康の保持・増進 ▷ 生活習慣病に係る健診･保健指導の実施、人間ドック受診費用 

の助成、はり・きゅう・マッサージ施術利用料の助成 

 

  

 

【主な取組】 

制度の普及・加入促進 ▷ 広報・啓発活動の推進、社会保険事務所との連携による未 

加入者対策の推進 

年金相談の充実 ▷ 相談窓口の開設 

保険料の納付督励 ▷ 口座振替の推進、前納制度の周知、未納者対策の推進 

 

 

 

 

 

■ 施策の指標と目標値                            

※指標は一般被保険者現年度分の収納率。 

 

 

 

 

 

 

指   標   名 
実  績  値 

方向性 
目 標 値 

Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ28 

国民健康保険料収納率（％） 87.75 88.39 88.23 ↗ 91.00 

５ 社会保障の充実 

 

 

 

 

レセプト 

診療報酬請求明細書の

通称。病院や診療所が

医療費の保険負担分の

支払いを保険者に請求

するために発行する。 

 

 

 

 

 

保険財政共同安定化事

業 

各都道府県の国保連合

会が実施主体として行

われている高額な医療

費に対する再保険事

業。平成 18年 10月 1

日施行されたもので、1

レセプト30万円以上の

高額な医療費に対して

連合会から各市町村に

交付金が支払われる。 

 

社会保険事務所 

厚生労働省設置法第 30

条の規定に基づき設置

される国の出先機関。

所管は厚生労働省の外

局である社会保険庁。 

低所得者福祉の充実 

医療保険の充実 

年金の充実 

社
会
保
障

の
充

実
 


